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お借入金利

その他条件は

JAに お問い合わせ

ください :
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ササイフ

|   」Aえひめ南

宇和島市栄町港3丁 目303妥 地

Tet 0895-22-8408信 用部営工f

|  」A愛媛県信連  |
松 山市南堀端町 2平言地 3

Te1 089-948-5247融 資ざIド・ヽ 資営工漂
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O農巣用驚織築物資盗

〇農簾用機械器具資金

〇農地等の取得改良資金

○環境整備施設資金

○暴輔等永年 ll―垂植物植栽育成資盆

○家蓄祭購入育成資金

〇経営資金 (豊債整理資金は除 ()

懸設備資金懲
01S等以肉(据置期F目電2年以肉)

鷺運転資金B

Oフ年以lttl(据 置期P翻母塁年蚊l″
ぐl)

中

O認竃農業者個入
す。,。 。。す。。・。・―・・コす。・。。。。。・。必,6⑬③万円

○認建農業箸以外の個人
。す。,。・。。中0● ●0中 中00中 00中 03,000ヲJ円

○認遣農業審法人
7,2◎ ③万円

〇認建農羮審以外の法人

ら,⑤③③万円

○愛媛県農業信用基釜協会の保誕

造ご利園 tヽ ただきます。

○法人め方 tま 、必要に応 じで代表着

そ蓮帯保証人遂します。

O利畢補給制度差受 tサ られる

場合があります。

は墨林申央金庫あるいは霊媛興礎 )|

|○保証料助成制度宅愛 tす られる

場合がありまず。

| (愛媛具信違)
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」Aえひめ未来 | |:III JA月 慕●1 1 - ||I JAお |́ヽまifッ ●II

※利子補総適用後の金利は、お借 入当初に適用されるものです.※ 標準

金利・利子補給適用後金利は、金融情勢の変化により見直しさせていただ

くことがあt'ま す。※お申込いただいても、審査結果によってはお客様のご希

望に沿えない場合がどざいますので、あらかしめど了承くださいっ※ご返済額

の試算については、下記窓日までお問い合わせください。

―   」A今治立花   |
今 治市郷 六 ケ内町2丁 目8番 10号

Tet 0898-22-1266 二支所全も共苫3=1損
四国中央市中曽根町15962

Tet 0896-24-2327本 店曾二部迪責課
新居浜市田所町3番 63号

Tet 0897-37-8739 軒E浜ローンセンター
西条市神拝甲478番地1       西条市丹原町池田4701番地1

Tet 0397-56-1818巨 余日―ンセンター   Tet 0898-68-7800全「_共 i,音 F融 資ま
今治市北宝 来町 1丁 目4琶地 ↑

Tet 0898-33-7270全 書
=文

ヽと責言葉黒

松 山市 三者 町八 丁 目325晋 1

Tet 089-946-1611 金融部 長主金とR

|  」Aえひめ中央   |
松山市千舟町8丁 目128彗地4

Tet 089-943-3734全 討部金融企画課

■IIJA秦壊たい
=●

●I
大洲市東大洲1582番地

Tet 0893-59-4182全 言訃営臭讚

I   JAにしうわ   |
八幡浜市江戸岡1丁 目12音 10号

Tet 0894-24-1118全 と部資金だ馬黒

」Aひが しうわ    |
西予市宇和町卵之町二丁目462番 地

Tet 0894-62-1242全 君都D資ヨ

■ヽ |‐■ⅢIケ ||

鬼星l・鶴農章 ||BよJAバンクズ0め 」AバンクえひめJAバンクえひめホームページにて詳しい内容を

ご覧になれます。ぜひど利用ください。

《愛 媛 県 内 JA/槃 嬬 連 υ  ごAバンク宏ひめJは愛媛県内 1可 JAと県信連の総称です。 簿



商品名  I JA農業おまかせ資金

習利用
とヽただける方

I以
下の条件を全て満たす方

●組合員(正組合員、准組合員)の方、または貸付時までに

組合員になれる方

0農業を営む方および農業に従事する方

―●個人の場合、貸付時の年齢が満20歳以上で、最終償還

時の年齢が満81歳未満の方 (但し、最終償還時の年齢

が75歳超となる場合は、農業後継者がおられる方)

0法人または任意団体の場合は、農業を営む法人または
' 

個人たる農業者によって組織される任意団体

●愛媛県農業信用基金協会の保証が受けられる方

●その他当」Aが定める条件を満たしている方

―
資0使遠|

営農等に必要な次の資金が対象で丸

●農業用建構築物資金

●農業用機械器具資金

●農地等の取得改良資金

●環境整備施設資金

●果樹等永年性植物植栽育成資金

●家畜等購入育成資金

●経営資金(但し、負債整理資金は除く)

僣入常額

●認定農業者個人   :3′600万円

●認定農業者以外の個人 :3′ 000万 円

0認定農業者法人   :7,200万 円

●認定農業者以外の法人:6,000万円

惜入期間

【設備資金】015年以内(据置期間2年収内)

【運転資金】07年以内(据置期間2年以内)

※運転資金の据置期間の適用は、果樹等永年性植物植栽
育成資金・家畜等購入育成資金・就農5年以内の新規就
農者への経営資金とする。

借入利率

●JAIEお 問い合わせください。

※JAバンク利子補給 (農 中・信連)がご利用いただける

場合がありま魂

1僧入方法  ●証書借入としま丸

渥済方法
●元利均等返済、もしくは元金均等返済とし、毎月返済方

式、年1回、年2回返済方式のいずれかとしま魂

担 保   ●必要に応じな担保を設定していただきま魂

保証人

●愛媛県農業信用基金協会の保証をご利用いただきま丸

●法人の方は、必要に応じて代表者を連帯保証人としま魂

※個人・法人の場合でも違帯保証人を追加する場合がありま丸

保証料

●―括前払いとなりま曳
ご融資時に一括して保証料(年 0,300/。 )をお支払いいただ

きます。

【お借入額100万円あたりの一括支払保証料例(概算金額)】

※年2回返済の場合

・ 元利均等返済の場合

23,80016′00011′4008′4005,300保証料 (円 )

15年10年7年5年3年お借入期間

・ 元金均等返済の場合

23,30015,80011′ 3008′3005,300保証料 (用 )

15年10年7年5年3年お借入期間

※」Aバンクえひめ基金協会保証料助成がご利用いただ
ける場合がありま魂

普情処理措置
および納争解
C決孝口

と置の内容

●苦情処理措置

本商品にかかる相談・普情(以下「苦情等」という。)につ

きましては、当」A本支店 (所)または当JA(本商品を申

し込まれた該当」A)の下記連絡先にお申し出ください。

当」Aでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備

し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図りま魂

089-948-5273総務管理部JA愛媛県信連

0895-22‐ 8111信用部 企画課JAえひめ南

0894-62‐ 1212金融部 融資課JAひがしうわ

0894-24-1111総務管理部リスク管理課JAにしうわ

0893-59‐ 4182金融部 業務課JA愛媛たいき

089-943‐ 8731金融部 金融企画課」Aえひめ中央

089-946-1611金融部 農業金融課」A松山市

0898‐23-0246金融共済部 営業課JA今治立花

0898-34-1854コンプライアンス統括室JAおちいまばり

0898-68-7800金融共済部 融資課JA周桑

0897-37-1003金融共済部 融資課JAえひめ未来

0896-24-3737金融部 金融業務課JAう ま

電話番号担当部署JA名

また、」Aバンク相談所 (電話 :03-6837-1359)でも、苦

情を受け付けておりま現

●紛争解決措置

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、

次の機関を利用できます。上記当」A担当部署または

」Aバンク相談所にお申し出ください。愛媛県弁護士会

(電話 :089‐941-6279)

その他

0お申込みに際しては、当」Aおよび愛媛県農業信用基金

協会において所定の審査をさせていただきま魂 審査の

結果によつては、ご希望に沿いかねる場合もございます

ので、予めご了承ください。

●印紙税が別途必要となりま魂

0現在のお借入利率やご返済額の試算については、当

」Aのローン相談窓口までお問い合わせください。

令和6年4月 1日現在

JA′ ンゞグ
:え

!ひめ.は

え―ひめ,0農業を応1援し奮す
0

店舗名 TEL 担当者


